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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和2年11月26日(2020.11.26)

【公開番号】特開2019-76280(P2019-76280A)
【公開日】令和1年5月23日(2019.5.23)
【年通号数】公開・登録公報2019-019
【出願番号】特願2017-204165(P2017-204165)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ  13/494    (2006.01)
   Ａ６１Ｆ  13/496    (2006.01)
   Ａ６１Ｆ  13/475    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ   13/494    １１１　
   Ａ６１Ｆ   13/496    　　　　
   Ａ６１Ｆ   13/475    １１２　

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月13日(2020.10.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
　・「目付け」は次のようにして測定されるものである。試料又は試験片を予備乾燥した
後、標準状態（試験場所は、温度２３±１℃、相対湿度５０±２％）の試験室又は装置内
に放置し、恒量になった状態にする。予備乾燥は、試料又は試験片を温度１００℃の環境
で恒量にすることをいう。なお、公定水分率が０．０％の繊維については、予備乾燥を行
わなくてもよい。恒量になった状態の試験片から、試料採取用の型板(１００ｍｍ×１０
０ｍｍ)を使用し、１００ｍｍ×１００ｍｍの寸法の試料を切り取る。試料の重量を測定
し、１００倍して１平米あたりの重さを算出し、目付けとする。
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